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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】絶縁信頼性の高いモールド形の計器用変圧器を
提供することを目的とする。
【解決手段】鉄心２と、鉄心２を囲むように配置された
二次コイル３と、二次コイル３の同心軸Ｘｃ上の外側に
配置された一次コイル４と、巻回した絶縁材を主構成部
材とし、二次コイル３の外周面と一次コイル４の内周面
との間に介在するように配置された主絶縁層５と、二次
コイル３と一次コイル４と主絶縁層５を内包するように
絶縁樹脂により形成された筐体と、を備える。一次コイ
ル４は、２つのサブコイル４ａ、４ｂを同心軸Ｘｃの方
向に並べたものであり、主絶縁層５の厚み方向の中間部
分には、浮遊電位に設定された導電体層５２が配置され
ている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉄心と、
　前記鉄心を囲むように配置された二次コイルと、
　前記二次コイルと同心の外側に配置された一次コイルと、
　巻回した絶縁材を主構成部材とし、前記二次コイルの外周面と前記一次コイルの内周面
との間に介在するように配置された主絶縁層と、
　前記鉄心を挿入するための貫通孔を有するとともに、前記二次コイルと前記一次コイル
と前記主絶縁層を内包するように絶縁樹脂により形成された筐体と、を備え、
　前記一次コイルは、２つのサブコイルを前記同心の軸方向に並べ、それぞれの巻き始め
部分同士をつないで形成したものであり、
　前記主絶縁層の厚み方向の中間部分には、浮遊電位に設定された導電体層が配置されて
いることを特徴とする計器用変圧器。
【請求項２】
　前記導電体層は、前記主絶縁層の厚み方向において、中央、または前記二次コイルより
も前記一次コイルに近い位置に配置されていることを特徴とする請求項１に記載の計器用
変圧器。
【請求項３】
　前記導電体層は、前記主絶縁層の厚み方向において、前記二次コイルまでの距離と前記
一次コイルまでの距離の比が１：１～４：１の範囲に配置されていることを特徴とする請
求項２に記載の計器用変圧器。
【請求項４】
　前記導電体層は、前記主絶縁層の厚み方向において、前記二次コイルまでの距離と前記
一次コイルまでの距離の比が２：１の位置に配置されていることを特徴とする請求項３に
記載の計器用変圧器。
【請求項５】
　前記巻回した絶縁材によって形成された層と前記導電体層との間に、多孔性の絶縁層が
挿入されていることを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の計器用変圧器。
【請求項６】
　前記主絶縁層には、前記導電体層と絶縁され、かつ浮遊電位に設定された第二導電体層
が配置されていることを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の計器用変圧器
。
【請求項７】
　前記第二導電体層は、前記主絶縁層の厚み方向において、前記一次コイルよりも前記二
次コイルに近い位置に配置されていることを特徴とする請求項６に記載の計器用変圧器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高電圧を測定可能なレベルの電圧に変成する計器用変圧器で、とくに樹脂モ
ールド形の計器用変圧器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば電力設備のような高電圧回路を扱う設備には、回路電圧を測定可能なレベルの低
電圧に変成するための計器用変圧器が備えられている。計器用変圧器の基本構成は、低圧
側の二次コイルが高圧側の一次コイルの内側になるよう、両コイルが鉄心に対して同軸に
配置される。一方、変圧器は一次コイルと二次コイル間を絶縁する絶縁媒体によって分類
され、ＳＦ６などの絶縁ガスによって絶縁を行うガス絶縁変圧器や、エポキシなどの絶縁
性樹脂を用いて絶縁を行う樹脂モールド形変圧器がある。計器用変圧器は、電力設備等の
高電圧が印加される機器であるため、絶縁性能に不良が存在する場合、部分放電が発生し
て機器の信頼性を損なう可能性がある。
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【０００３】
　例えば、樹脂モールド形変圧器においては、樹脂とコイルとの熱膨張係数の差が大きく
、剥離が発生して部分放電を生じさせるおそれがあることから、弾性部材を用いて剥離を
防止する手法等が開示されている（例えば、特許文献１参照。）。一方、コイル端部の渦
電流損失の軽減や高周波サージに対する絶縁性能の向上を目的として、一次コイルと二次
コイルの間の絶縁領域に、接地した導電材を配置した変圧器が開示されている（例えば、
特許文献２、３参照。）。あるいは、絶縁領域に、一方のコイルの電位に近い電位の導電
体層と、他方のコイルの電位に近い電位の導電体層を設けた変圧器が開示されている（例
えば、特許文献４参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実開昭５９－１５９９１８号公報（第２頁、第４頁～第５頁、第１図、第
２図）
【特許文献２】特開昭６２－２３９５１０号公報（第２頁左上欄～左下欄、第１図、第２
図）
【特許文献３】特開２００２－３７３８２１号公報（段落００２５～００２７、図１～図
３）
【特許文献４】特表２０１０－５１８６１２号公報（段落００４３～００４４、図１、段
落００４９、図２）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した導電体層の効果を本発明者が検証した結果、とくに剥離等の空
隙が形成されやすいモールド形の計器用変圧器においては、十分な絶縁性能を得ることが
できない場合があることが分かった。
【０００６】
　本発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、モールド形の計器用変
圧器において、絶縁層に空隙が形成されても、空隙に生じる電位差を低減し、十分な絶縁
性能を有し、絶縁信頼性の高いモールド形の計器用変圧器を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の計器用変圧器は、鉄心と、前記鉄心を囲むように配置された二次コイルと、前
記二次コイルの同心軸上の外側に配置された一次コイルと、巻回した絶縁材を主構成部材
とし、前記二次コイルの外周面と前記一次コイルの内周面との間に介在するように配置さ
れた主絶縁層と、前記鉄心を挿入するための貫通孔を有するとともに、前記二次コイルと
前記一次コイルと前記主絶縁層を内包するように絶縁樹脂により形成された筐体と、を備
え、前記一次コイルは、２つのサブコイルを前記同心軸の方向に並べ、それぞれの巻き始
め部分同士をつないで形成したものであり、前記主絶縁層の厚み方向の中間部分には、浮
遊電位に設定された導電体層が配置されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の計器用変圧器によれば、一次コイルを分割し、かつ一次コイルと二次コイル間
に浮遊電位の導電体層を設けるようにしたので、絶縁領域に印加される電位自体が低減さ
れるとともに、空隙に生じる電位差を導電体層が効果的に低減できるので、部分放電特性
が向上し、十分な絶縁性能を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施の形態１にかかる計器用変圧器の特徴的な構成であるコイル部分の
斜視図と部分断面図、および一般的な一次コイルの構成を示す部分断面図である。
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【図２】本発明の実施の形態１にかかる計器用変圧器の構成を説明するための部分透過正
面図と部分透過側面図ある。
【図３】本発明の実施の形態１にかかる計器用変圧器のコイル間に形成された主絶縁層の
断面図である。
【図４】本発明の実施の形態１にかかる計器用変圧器を動作させたときの主絶縁層内の等
電位線を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態１にかかる計器用変圧器の主絶縁層の模式図と主絶縁層に空
隙がない場合の等価回路を合わせた図である。
【図６】本発明の実施の形態１にかかる計器用変圧器の主絶縁層に空隙が生じた場合の等
価回路図である。
【図７】主絶縁層の構成を変化させた場合の、構成ごとの空隙にかかる分担電圧を示す図
である。
【図８】主絶縁層の構成を変化させた場合の、構成ごとの空隙厚みと放電開始電圧の関係
を示すグラフである。
【図９】本発明の実施の形態２にかかる計器用変圧器のコイル間に形成された主絶縁層の
断面図である。
【図１０】本発明の実施の形態３にかかる計器用変圧器のコイル間に形成された主絶縁層
の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
実施の形態１．
　図１～図６は、本発明の実施の形態１にかかる計器用変圧器の構成および動作を説明す
るためのものである。図１は、計器用変圧器の特徴部分であるコイル部分の構成を示すも
ので、図１（ａ）はコイル部分のうち鉄心を透過させた模式的な斜視図、図１（ｂ）はコ
イル部分の軸に平行な面、つまり図１（ａ）のＡ－Ａ切断面のうち、軸の一方側の部分断
面図、図１（ｃ）は一般的な一次コイルの構成を示すための図１（ｂ）に対応する断面の
模式図である。また、図２（ａ）と（ｂ）は、それぞれ計器用変圧器をコイルの軸方向か
ら見たときの筐体内部を透過させた正面図と、コイルの軸方向に垂直な方向から見たとき
の筐体内部を透過させた側面図である。そして、図３は主絶縁層の軸に垂直な面、つまり
図１（ａ）のＢ－Ｂ切断面による断面図、図４は計器用変圧器を動作させたときの主絶縁
層内の等電位線を示す図３の断面図に対応する模式図、図５は主絶縁層に空隙がない場合
の図３の断面図に対応する模式図と等価回路を合わせた図、図６は主絶縁層に空隙が生じ
た場合の主絶縁層部分の等価回路図である。
【００１１】
　また、図７と図８は、本発明の実施の形態１にかかる計器用変圧器による部分放電特性
の向上効果を説明するためのもので、図７は主絶縁層の構成として導電体層の配置を変化
させた場合の、構成ごとの空隙にかかる分担電圧の相対値を示す図、図８は図７と同様に
主絶縁層の構成を変化させた場合の、構成ごとの空隙厚みと放電開始電圧の関係（パッシ
ェンカーブ）を示す両対数グラフである。
【００１２】
　本実施の形態１にかかる計器用変圧器１の基本構成は、図２に示すように、図示しない
二次巻形を介して巻回された二次コイル３と、二次コイル３の軸Ｘｃと同軸で、二次コイ
ルの外側に図示しない一次巻形を介して巻回された一次コイル４と、一次コイル４と二次
コイル３との間に挿入され、一次コイル４と二次コイル３とを電気的に絶縁するための主
絶縁層５、および、二次コイル３の内側に軸Ｘｃに沿った貫通孔８ｈを有しつつ、コイル
部（一次コイル４、主絶縁層５、二次コイル３）全体を覆うようにモールド樹脂によりコ
イル部と一体形成された筐体８を備えている。
【００１３】
　さらに、貫通孔８ｈ（コイル部の中心）を挿通する挿通部分と、コイル部を囲み、内側
で挿通部分の両端と連なるループ部分とで、上側から見るとＢ字状に形成された鉄心２と
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を備えている。鉄心２は、筐体８を挟むようにＩ字状の板材とＥ字状の板材を突き合わせ
てＢ字状となした層を、突き合わせ部分が互い違いになるように、順次重ねることにより
形成している。なお、鉄心２の図中下側の軸Ｘｃに垂直な方向の両端には、脚材７を固定
している。また、一次コイル４と図示しない電路とを接続する２つの端子９ｂが筐体８の
上部から、二次コイル３と図示しない計測機器とを接続する２つの端子９ａが筐体８の正
面下部から露出するように配置されている。
【００１４】
　次に、本発明の特徴部分であるコイル部の構成について詳細に説明する。
　二次コイル３は、図示しない計測器の測定に適した数百Ｖ以下の低電圧に降圧する、い
わゆる低圧コイルである。一方、一次コイル４は、図示しない電力設備等の電気回路（電
路）に接続され、数ｋＶもの高電圧が両端にかかることが想定される、いわゆる高圧コイ
ルである。そのため、端子９ｂに対しては、両極間の沿面距離を稼ぐため、端子９ｂの両
極を仕切る仕切り壁８ｗが筐体８に形成されている。
【００１５】
　さらに、本実施の形態１および以降の実施の形態にかかる計器用変圧器１では、一次コ
イル４と主絶縁層５との界面にかかる電圧（電位差）を半減するため、軸Ｘｃ方向に分割
した２つのサブコイル（第一サブコイル４ａ、第二サブコイル４ｂ）で構成している。具
体的には、図１（ｂ）に示すように、第一サブコイル４ａは、軸Ｘｃ方向の中間部分のＷ
ａ１１から巻き始めて端部のＷａ１ｅに向かい、折り返して順次層をなすように巻いてい
き、最上層のＷａｅｅで巻き終わるように一続きに巻いて構成される。そして、第二サブ
コイル４ｂも、軸Ｘｃ方向の中間部分のＷｂ１１から巻き始めて端部のＷｂ１ｅに向かい
、折り返して順次層をなすように巻いていき、最上層のＷｂｅｅと巻き終わるように一続
きに巻いて構成される。そして、第一サブコイル４ａの巻き始め部分であるＷａ１１と第
二サブコイル４ｂの巻き始め部分であるＷｂ１１とを電気接続して中間接続部Ｌｍを形成
し、ＷａｅｅとＷｂｅｅから引き出された配線が２つの端子９ｂのそれぞれに分かれて接
続される。つまり、主絶縁層５側の最下層を構成する巻線は、一次コイル４の電流経路内
における中央部に位置することになる
【００１６】
　なお、一般的な一巻で構成される一次コイル４Ｃの場合、図１（ｃ）に示すように、巻
線は一方の端部となるＷ１１から巻き始めて他方の端部となるＷ１ｅに向かい、折り返し
て順次層をなすように巻いていき、最上層のＷｅｅで巻き終わるように一続きに巻いて構
成される。そして、Ｗ１１とＷｅｅから引き出された配線が電路に接続するための端子に
接続される。
【００１７】
　主絶縁層５は、基本的にはフィルム状の絶縁材料を多層に積層もしくは多数回巻回した
絶縁層５１を形成した上で、エポキシ樹脂などの熱硬化性絶縁樹脂を含浸させた後、熱硬
化させることで作製されている。さらに、主絶縁層５の内部は、図１および図３に示すよ
うに、絶縁層５１の中間部分に、金属製の薄膜材料もしくはフィルム状の導電材料を用い
た導電体層５２が備えられている。絶縁層５１を構成するフィルム状の絶縁材料としては
、例えば厚さが数十μｍのポリエチレンテレフタレートを用いることができる。また、フ
ィルム状の導電材料としては、例えば厚さが数十μｍのアルミニウム箔や銅箔、あるいは
低抵抗のカーボン紙などを用いることができる。本実施の形態における導電体層５２は、
一次コイル４や二次コイル３あるいは接地のいずれとも電気的に接続されない。つまり導
電体層５２の電位は、電気的に浮遊した浮遊電位に設定されている。
【００１８】
　次に、主絶縁層５の製造プロセスについて説明する。例えば、長尺状のフィルム状の絶
縁材料を巻き回して主絶縁層５の本体を作製する。このとき、主絶縁層５の中間位置に相
当する部分にフィルム状の導電材料を一層分挿入して巻く。この主絶縁層５を液体状の熱
硬化性絶縁樹脂液中に浸漬して真空脱泡を行うことで、液体状の熱硬化性絶縁樹脂をフィ
ルム状の絶縁材料の層間に含浸させる。熱硬化性絶縁樹脂を層間に含浸し、乾燥した後、
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熱硬化させて主絶縁層５を完成させる。
【００１９】
　二次コイル３と主絶縁層５との界面、および一次コイル４と主絶縁層５との界面の軸Ｘ
ｃに垂直な断面形状は相似形状である。そして、主絶縁層５内のフィルム状の材料の一層
（一巻）ごとの形状も上記断面形状と相似になる。そのため、一次コイル４と二次コイル
３の電位差により主絶縁層５に電界が生じると、主絶縁層５内の軸Ｘｃに垂直な断面では
、図４に示すように、各層の形状に沿った等電位線Ｌｅが形成される。導電体層５２は、
一次コイル４あるいは二次コイル３とは電気的に導通されていないため、導電体層５２の
電位はいわゆる浮遊電位となり、一次コイル４と二次コイル３の間の電位差を一次コイル
４と導電体層５２との間の静電容量と、導電体層５２と二次コイル３の間の静電容量とで
分圧した電圧が誘起されることになる。さらに、導電体層５２は、主絶縁層５を構成する
フィルム状の絶縁材料に沿って巻回されているため、図４に示す主絶縁層５における等電
位線Ｌｅに沿って形成されていることになる。すなわち、主絶縁層５の電位分布は、導電
体層５２の有無によらず、一定になる。
【００２０】
　本実施の形態にかかるモールド形の計器用変圧器１のように、モールド絶縁された機器
においては、絶縁性樹脂の硬化収縮や絶縁性樹脂の線膨張係数とフィルム状の絶縁材料あ
るいは導電材料の線膨張係数との違いにより、主絶縁層５に残留応力が生じる。この残留
応力によって、主絶縁層５を構成する異なる材料間に剥離が生じ、フィルム状の絶縁材料
の積層方向につぶれた偏平形状の空隙Ｇｆ（図６参照）が形成されることがある。本来、
上述した残留応力を分散させて緩和するために、絶縁層５１には、フィルム状の薄い絶縁
材料を積層させた構造が採用されている。しかし、積層したフィルム状の絶縁材料の間に
は、熱硬化性絶縁樹脂が含浸しにくく、樹脂の含浸不良に起因して、巻回方向、つまり等
電位線Ｌｅに沿った偏平形状の空隙Ｇｆが形成されることもある。
【００２１】
　このような等電位線Ｌｅに垂直な方向につぶれた偏平形状の空隙Ｇｆは、他の形状、例
えば球状の空隙と比較して内部の電界が高くなるため、絶縁上最も厳しい欠陥である。コ
イル部の中でも、高電圧の一次コイル４と主絶縁層５との界面の端部は、最も高い電界が
印加される箇所である。そのような箇所に偏平形状の空隙Ｇｆが存在すると、この絶縁耐
力の低い偏平形状の空隙Ｇｆが分担する電圧が増大し、空隙Ｇｆ内部の電界が増大するこ
とで部分放電が発生して絶縁性能が低下する。
【００２２】
　空隙Ｇｆが分担する電圧は、空隙Ｇｆが有する静電容量と、空隙を除いたその他の主絶
縁層５の静電容量との分圧比によって決定される。本実施の形態にかかる計器用変圧器１
のように、主絶縁層５の内部に浮遊電位に設定された導電体層５２を設けたことで、偏平
形状の空隙Ｇｆが分担する電圧、すなわち空隙Ｇｆ内部の電界を以下に示すように低減す
ることができる。その結果、計器用変圧器１の絶縁性能を向上させることが可能となる。
【００２３】
　以下、浮遊電位に設定された導電体層５２が主絶縁層５内に設置された構造において、
主絶縁層５に偏平形状の空隙Ｇｆが生じた場合の空隙Ｇｆの分担電圧の低減効果について
定量的に説明する。主絶縁層５の内部に空隙Ｇｆがない場合、図５に示すように、導電体
層５２の電位は、一次コイル４と導電体層５２との間（一次側絶縁層５１ａ）の静電容量
Ｃ１と、導電体層５２と二次コイル３との間（二次側絶縁層５１ｂ）の静電容量Ｃ２の分
圧比によって決定される。
【００２４】
　ここで、一次コイル４から導電体層５２までの距離（一次側絶縁層５１ａの厚み）をＤ

１、導電体層５２から二次コイル３までの距離（二次側絶縁層５１ｂの厚み）をＤ２とす
る。また、一次コイル４と主絶縁層５との界面部分にかかる電圧、つまり、一次コイル４
の一層目（Ｗａ１ｅ～Ｗａ１１－Ｗｂ１１～Ｗｂ１ｅ）部分に印加される電圧をＶとし、
一次コイル４と比べて低電圧である二次コイル３は接地されているとする。また、導電体
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層５２の厚みは主絶縁層５の厚みに対して無視できるほど薄いとし、主絶縁層５の厚みは
Ｄ１＋Ｄ２とする。このとき、導電体層５２に誘起される電位ＶＣは、次の式（１）で表
すことができる。
【００２５】
【数１】

【００２６】
　次に、主絶縁層５のなかで最も樹脂の含浸不良や剥離が存在しやすい最外周、すなわち
高電圧が印加される一次コイル４側に、厚みｔの偏平形状の空隙Ｇｆが生じたと想定する
。このような偏平形状の空隙Ｇｆが分担する電圧は、図６に示すように、一次コイル４に
印加される電圧Ｖと導電体層５２に印加される電圧ＶＣとの電位差（Ｖ－ＶＣ）を、偏平
形状の空隙Ｇｆの静電容量Ｃ１ｇと、この空隙Ｇｆと中間電極である導電体層５２との間
に形成される静電容量Ｃ１ｓとで分圧した値となる。フィルム状の絶縁材料に樹脂が含浸
された主絶縁層５の主構造部分の比誘電率をεＳとすると、空隙Ｇｆが分担する電圧Ｖｇ

は、次の式（２）で表すことができる。
【００２７】
【数２】

【００２８】
　ここで、主絶縁層５の主構造部分の比誘電率εＳを、フィルム状絶縁材料としてよく用
いられるポリエチレンテレフタレートの比誘電率である３．２とする。また、主絶縁層５
の厚み（Ｄ１＋Ｄ２）を５ｍｍとする。そして、主絶縁層５の内部の導電体層５２の位置
をパラメータとして、導電体層５２を主絶縁層５の厚み方向における中央部に設置した構
成（Ｄ１＝２．５ｍｍ）、一次コイル４から見て１：２の位置に設置した構成（Ｄ１＝１
．６７ｍｍ）、導電体層５２を設置しない構成（Ｄ１＝５ｍｍ（Ｄ２＝０ｍｍ））の空隙
Ｇｆが分担する電圧Ｖｇを計算した。さらに、比較のために導電体層５２を中央部に設置
して接地電位に設定した構成での空隙Ｇｆが分担する電圧Ｖｇも計算した。なお、偏平形
状の空隙Ｇｆの厚みｔは３００μｍとした。
【００２９】
　そして、導電体層５２を設置しない場合（Ｄ１＝５ｍｍ）を構成（Ａ）、導電体層５２
を中央に配置した場合（Ｄ１＝２．５ｍｍ）を構成（Ｂ）、導電体層５２を１：２の位置
に配置した場合（Ｄ１＝１．６７ｍｍ）を構成（Ｃ）、導電体層５２を中央に配置し、か
つ接地した場合（Ｄ１＝２．５ｍｍ）を構成（Ｄ）とし、各構成における空隙Ｇｆの分担
電圧ＶＣを、構成（Ａ）における分担電圧ＶＣを１００％として規格化した値を図７に示
す。図７に示すように、主絶縁層５の中央部に浮遊電位に設定された導電体層５２を設置
した場合（構成（Ｂ））の空隙Ｇｆの分担電圧ＶＣは９０％であり、１０％の低減が期待
できる。また、一次コイル４から見て１：２の位置に導電体層５２を設けた場合（構成（
Ｃ））の空隙Ｇｆの分担電圧ＶＣは８１％であり、１９％の低減が期待できる。一方、主
絶縁層５の中央部に導電体層５２を設置しても、導電体層５２の電位が接地電位に設定さ
れた場合（構成（Ｄ））の空隙Ｇｆの分担電圧ＶＣは１７９％に上昇する。
【００３０】
　つまり、主絶縁層５の厚み方向の中間部分に、浮遊電位に設定された導電体層５２を備
えるように構成すれば、主絶縁層５に形成された空隙Ｇｆに生じる電位差を低減して部分
放電特性を向上させることができる。とくに、導電体層５２を１：２の位置に配置した場
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合（構成（Ｃ）：Ｄ１＝１．６７）が最も電位差を低減できる。
【００３１】
　次に、浮遊電位に設定された導電体層５２を主絶縁層５の内部に配置したことによる、
計器用変圧器１の放電開始電圧Ｖｄが向上する効果について説明する。空隙Ｇｆ内部の気
圧を便宜上１気圧と仮定すると、偏平形状の空隙ｇｆにおける放電開始電圧Ｖｄはパッシ
ェンの法則によって表わすことができる。パッシェンの法則の近似式としては、例えば以
下の式（３）が知られている。
【００３２】
【数３】

【００３３】
　式（３）で求めることができる放電開始電圧Ｖｄまで、空隙Ｇｆの分担電圧Ｖｇを上げ
ることができると仮定し、式（２）において、ＶｇをＶｄとしてＶについて解くと、式（
４）が得られる。
【００３４】

【数４】

【００３５】
　式（３）および式（４）を用いることで、導電体層５２を備えた主絶縁層５を用いた計
器用変圧器１の放電開始電圧Ｖｄを定量的に評価することができる。ここでも、主絶縁層
５の主構造部分の比誘電率εＳ、主絶縁層５の厚みＤ１＋Ｄ２、導電体層５２の配置構成
例としては、図６に示す構成例と同様の４種について計算した。そして、偏平形状の空隙
Ｇｆの厚みｔをパラメータとして計器用変圧器１の放電開始電圧Ｖｄを計算した。
【００３６】
　図８は、構成（Ａ）～（Ｄ）ごとの、変圧器の放電開始電圧Ｖｄ（ｋＶ）と空隙Ｇｆの
厚みｔ（ｍｍ）との関係を示した特性図、いわゆるパッシェンカーブであり、横軸は厚み
ｔ、縦軸は放電開始電圧Ｖｄを示す。図８において、各特性曲線の極小値が、構成ごとの
理論的に求まる放電開始電圧Ｖｄの最小値となる。
【００３７】
　図８において、主絶縁層５の内部に導電体層５２を設置しない場合（構成（Ａ）：破線
）の放電開始電圧Ｖｄは７．５ｋＶである。一方、主絶縁層５の中央部に導電体層５２を
設置した場合（構成（Ｂ）：一点鎖線）の放電開始電圧Ｖｄの最小値は８．８ｋＶであり
、放電開始電圧は１７％上昇する。また、一次コイル４から見て１：２の位置に導電体層
５２を設けた場合（構成（Ｃ）：実線）の放電開始電圧の最小値は９．８ｋＶであり、放
電開始電圧は３０％の上昇が期待できる。一方、導電体層５２を接地した構成（Ｄ）にお
ける放電開始電圧Ｖｄの最小値はどの構成よりも１桁以上低下している。
【００３８】
　さらに、導電体層５２の位置をパラメータとして、放電開始電圧Ｖｄの最小値を計算し
ていった。その結果、導電体層５２を一次コイル４から見て１：２（Ｄ１＝１．６７ｍｍ
）の位置に配置すれば、放電開始電圧Ｖｄの最小値を最も向上させることができることが
わかった。また、導電体層５２を一次コイル４から見て１：４の位置に配置してもよく、
１：１（Ｄ１＝２．５ｍｍ）～１：４（Ｄ１＝１ｍｍ）の範囲に調整すれば、効果的に放
電開始電圧Ｖｄの最小値を向上できることが分かった。また、導電体層５２を主絶縁層５
の中間部分のうち、中央から一次コイル４までの間に配置すれば、外周側で空隙Ｇｆの発
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もっとも、導電体層５２が浮遊電位であれば、どの位置に配置しても、接地した導電体層
を有する場合、あるいは導電体層を有しない場合よりも放電開始電圧Ｖｄの最小値を向上
できることが分かった。
【００３９】
　なお、空隙Ｇｆが一次コイル４側に生じやすいのは、一次コイル４が高圧だからという
のではなく、物理的に主絶縁層５の外周側に位置するからであり、その結果、導電体層５
２の配置の好適な位置が一次コイル４に近い位置となったのである。したがって、同軸上
の２つのコイル間の絶縁層に対して導電体層の配置の好適な位置は、上述した「一次コイ
ルから見て」を「外側のコイルから見て」と置き換えて適用すればよい。なお、この考え
方は、本実施の形態１に限らず、以降の実施の形態にも適用される。
【００４０】
　ここで、端子間に印加される電圧Ｖｔと、一次コイル４と主絶縁層５との界面部分にか
かる電圧Ｖの関係について、一次コイルの形態と巻線の積層数Ｃｗをもとに検討する。図
１（ｃ）で説明した一般的な一次コイル４Ｃでは、主絶縁層５Ｃとの界面部分、つまり、
一次コイル４Ｃの一層目（Ｗ１１～Ｗ１ｅ）部分にかかる電圧Ｖは、交流のため、Ｖｔ／
Ｃｗ～Ｖｔ／（１－１／Ｃｗ）の間で変化する。通常、数十層の積層数で巻かれるので、
一般的な一次コイル４Ｃと主絶縁層５Ｃとの界面部分にかかる電圧ＶはＶｔとほぼ同じと
考えることができる。
【００４１】
　一方、本実施の形態１および以降の実施の形態においては、一次コイル４は、巻き始め
部分Ｗａ１１とＷｂ１１を接続した２つのサブコイル４ａ、４ｂを、軸Ｘｃ方向に並べて
形成したものである。そのため、一次コイル４と主絶縁層５との界面部分、つまり、一次
コイル４の一層目（Ｗａ１ｅ～Ｗａ１１－Ｗｂ１１～Ｗｂ１ｅ）部分にかかる電圧Ｖは、
巻線内の中央部分に位置するので、Ｖｔ／２となる。そのため、界面部分にかかる電圧Ｖ
は端子９ｂに印加された電圧Ｖｔの半分になるので、空隙Ｇｆにかかる電圧Ｖｇも、一般
的な一次コイル４Ｃを用いたときと比べて半減させることができる。
【００４２】
　つまり、分割タイプで構成した一次コイル４と、内部に浮遊電位に設定された導電体層
５２を有する主絶縁層５を備えるようにすれば、空隙Ｇｆの分担電圧Ｖｇを低減し、かつ
、放電開始電圧Ｖｄの最小値を向上させて絶縁信頼性を確保することができる。
【００４３】
　また、導電体層５２を、一次コイル４または二次コイル３の電圧に応じた特定の電圧を
印加する構成ではなく、他の部分と電気的な導通が行われない浮遊電位とする構成とした
ので、外部の電源などに接続するための通電用の端子が不要となる。そのため、導電体層
５２は主絶縁層５の基本構成であるフィルム状の絶縁材料と絶縁性樹脂とにほぼ完全に覆
われている。その結果、電界分布の乱れや、局所的な電界集中を引き起こす原因となりう
る端子等の配線部材がないため、絶縁性能にとって弱点となる部位を増加させることがな
く、機器の信頼性が向上する。
【００４４】
　なお、本実施の形態１において、主絶縁層５をフィルム状の絶縁材料およびフィルム状
の導電材料を積層または巻き回して構成したが、これに限るものではない。例えば、板状
の導電材料を板状の絶縁性樹脂で挟み込んで一体化した構成などであってもよい。
【００４５】
　また、導電体層５２を構成する導電材料は、必ずしも金属のような導電性の高い材料で
ある必要はなく、低抵抗の半導電材料であってもよい。導電体層５２を構成する導電材料
に求められる導電率σｔ（Ｓ／ｍ）は、その材料の時定数を考慮した以下の（５）式で算
出することができる。
【００４６】
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【数５】

【００４７】
　ここで、τは印加電圧の周波数によって決定される導電材料の時定数である。また、ε

Ｃは導電材料の比誘電率であり、ε０は真空の誘電率である。５０Ｈｚの正弦波の電圧が
印加される場合には、電圧周期は２０ｍｓとなり、印加電圧が０からピークになる時間は
５ｍｓである。導電体層５２を構成する導電材料の時定数として、電圧周期（２０ｍｓ）
の１／４である５ｍｓをτとする。また、εＣは半導電性材料の代表的な値として１０を
用いる。ε０は真空の誘電率である８．８×１０－１２Ｆ／ｍである。これらの値を（５
）式に代入すると、σｔ＝１．７６×１０－８（Ｓ／ｍ）となる。これら材料の時定数τ
と誘電率εＣから算出される導電率σｔよりも大きい導電率σを持つ材料であれば、導電
材料とみなすことができる。
【００４８】
　以上の条件を満たす値として、通常の商用周波数の入力に対して、導電体層５２を構成
する導電材料の導電率σは、１．０×１０－８Ｓ／ｍ以上であることが好ましい。
【００４９】
　以上のように、本発明の実施の形態１にかかる計器用変圧器１によれば、鉄心２と、鉄
心２を囲むように配置された二次コイル３と、二次コイル３の同心軸Ｘｃ上の外側に配置
された一次コイル４と、巻回した絶縁材を主構成部材とし、二次コイル３の外周面と一次
コイル４の内周面との間に介在するように配置された主絶縁層５と、鉄心２を挿入するた
めの貫通孔８ｈを有するとともに、二次コイル３と一次コイル４と主絶縁層５を内包する
ように絶縁樹脂により形成された筐体８と、を備え、一次コイル４は、２つのサブコイル
４ａ、４ｂを同心軸Ｘｃの方向に並べ、それぞれの巻き始め部分Ｗａ１１、Ｗｂ１１同士
をつないで形成したものであり、主絶縁層５の厚み方向の中間部分には、浮遊電位に設定
された導電体層５２が配置されているので、空隙Ｇｆの分担電圧Ｖｇを低減し、かつ、放
電開始電圧Ｖｄの最小値を向上させて絶縁性能を向上させ、絶縁信頼性の高い計器用変圧
器１を得ることができる。
【００５０】
　とくに、導電体層５２を、主絶縁層５の厚み方向において、中央（１：１）、または二
次コイル３よりも一次コイル４に近い位置に配置すれば、物理的に生じやすくなる一次コ
イルに近い側の空隙Ｇｆ等の欠陥に対し、効果的に分担電圧Ｖｇの低減と放電開始電圧Ｖ

ｄの最小値を向上させて絶縁性能を向上させることができる。
【００５１】
　さらに、導電体層５２を、主絶縁層５の厚み方向において、二次コイル３までの距離Ｄ

２と一次コイル４までの距離Ｄ１の比が１：１～４：１の範囲に配置すれば、より効果的
に分担電圧Ｖｇの低減と放電開始電圧Ｖｄの最小値を向上させて絶縁性能を向上させるこ
とができる。
【００５２】
　究極的には、導電体層５２を、主絶縁層５の厚み方向において、二次コイル３までの距
離Ｄ２と一次コイル４までの距離Ｄ１の比が２：１の位置に配置すれば、最大限に分担電
圧Ｖｇの低減と放電開始電圧Ｖｄの最小値を向上させて絶縁性能を向上させることができ
る。
【００５３】
実施の形態２．
　実施の形態１では、分割した一次コイルと、内部に浮遊電位に設定された導電体層を有
し、空隙内部の電界を低減することができる計器用変圧器について説明した。本実施の形
態２では、実施の形態１で説明した構成に、空隙の発生自体を抑制する構成を追加したも
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のである。
【００５４】
　実施の形態１における計器用変圧器では、偏平形状の空隙が存在した場合でも、その空
隙内部の電界を低減することができることを説明した。しかしながら、導電体層となるフ
ィルム状の導電材料に対する絶縁性樹脂の濡れ性に起因する樹脂含浸時の含浸不良や、絶
縁性樹脂の線膨張係数とフィルム状の導電材料の線膨張係数との違いにより、導電体層に
隣接して偏平形状の空隙が発生しやすくなる。導電体層に隣接して偏平形状の空隙が形成
された場合、導電体層の表面は部分放電の発生に必要となる電子の放出が容易なため、絶
縁材料だけで覆われた空隙と比較して部分放電が発生するための条件が整いやすい。すな
わち、導電体層を設けたことで、その導電体層に隣接して形成された偏平形状の空隙が新
たな絶縁弱点（部分放電発生部）となることが懸念される。そこで、本実施の形態２にお
いては、主絶縁層において、導電体層に隣接した偏平形状の空隙の発生を抑制するように
した。
【００５５】
　図９は、本実施の形態２にかかる計器用変圧器の構成を説明するためのもので、主絶縁
層の軸に垂直な面、つまり、図１（ａ）のＢ－Ｂ切断面による断面図である。なお、実施
の形態１において、絶縁層内の詳細な構造以外の部分の説明に用いた、例えば、図１（ａ
）、図２等は本実施の形態２においても援用する。
【００５６】
　本実施の形態２にかかる計器用変圧器１は、図９に示すように、主絶縁層５の内部に設
けた浮遊電位に設定された導電体層５２に対し、二次コイル３側に隣接するように、多孔
性の絶縁材料による層（絶縁多孔層５３）を設けるようにしたものである。多孔性の絶縁
材料としては、例えばスリットを設けたフィルム状のポリエチレンテレフタレートを用い
ることができる。そして、この絶縁多孔層５３は、主絶縁層５内部に設置されたのち、孔
内および導電体層５２と絶縁層５１（本例では二次側絶縁層５１ｂ）との界面部分が絶縁
性樹脂で充填される。
【００５７】
　具体的には、絶縁層５１の材料であるフィルム状の絶縁材料を多層積層もしくは多数回
巻回するときに、導電体層５２の材料であるフィルム状の導電材料とともに、多孔性の絶
縁材料を巻回することで、フィルム状の絶縁材料の層間に挿入できる。そして、その後に
絶縁樹脂を含浸させることで、本実施の形態２にかかる計器用変圧器１の主絶縁層５を作
製することができる。
【００５８】
　主絶縁層５の製造プロセスにおいては、材料を巻回して層構造を形成した後に、液体状
の熱硬化性絶縁樹脂を含浸させる。このとき、緻密な材料のみで層構造が形成されている
場合は、層間に隙間に発生した閉鎖的な隙間内にまで樹脂を浸潤させることは困難であり
、空隙が残ることになる。しかし、本実施の形態２にかかる計器用変圧器１では、導電体
層５２を形成するフィルム状の導電材料に隣接して多孔性の絶縁材料が挿入されている。
そのため、多孔性の絶縁材料の孔が、フィルム状の導電材料表面への液体状の熱硬化性絶
縁樹脂の含浸経路として機能することになる。その結果、主絶縁層５において、導電体層
５２に隣接する部分での偏平形状の空隙Ｇｆの発生を抑制することができる。
【００５９】
　なお、本実施の形態２においては、絶縁多孔層５３を導電体層５２の二次コイル３側に
隣接するように設ける例を示したが、これに限ることはない。例えば、導電体層５２の一
次コイル４側に隣接した位置に設けてもよいし、その両方の位置に設けてもよい。
【００６０】
　以上のように、本実施の形態２にかかる計器用変圧器１によれば、巻回した絶縁材によ
って形成された層（絶縁層５１）と導電体層５２との間に、多孔性の絶縁層（絶縁多孔層
５３）が挿入されている。そのため、絶縁多孔層５３の孔内が筐体８を形成する際に絶縁
性樹脂で充填されるので、導電体層５２に隣接した偏平形状の空隙Ｇｆの発生を抑制する
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ことができる。つまり、より効果的に絶縁性能を向上させることができる。
【００６１】
実施の形態３．
　実施の形態１では、主絶縁層の内部に浮遊電位に設定された導電体層を１つ設けた例を
示したが、導電体層の数は単数に限ったことではない。本実施の形態２では、主絶縁層の
内部に浮遊電位に設定された導電体層を２つ以上設ける構成の例として、２つ設けたもの
である。
【００６２】
　図１０は、本実施の形態３にかかる計器用変圧器の構成を説明するためのもので、主絶
縁層の軸に垂直な面、つまり、図１（ａ）のＢ－Ｂ切断面による断面図である。なお、本
実施の形態３においても、実施の形態２と同様に、実施の形態１において絶縁層内の詳細
な構造以外の部分の説明に用いた図１（ａ）、図２等を援用する。
【００６３】
　本実施の形態３にかかる計器用変圧器１は、図１０に示すように、主絶縁層５の内部に
電気的に浮遊した２つの導電体層５２（第一導電体層５２ａ、第二導電体層５２ｂ）を設
けたものである。これらの導電体層５２の電位は、一次コイル４や二次コイル３あるいは
接地のいずれとも電気的に接続されておらず、電気的に浮遊した浮遊電位に設定されてい
る。また、２つの導電体層５２（第一導電体層５２ａ、第二導電体層５２ｂ）同士も電気
的には接続されていない。
【００６４】
　本実施の形態３においても、導電体層５２が単数の実施の形態１と同様に、主絶縁層５
に形成された空隙Ｇｆに生じる電位差を低減して部分放電特性を向上させることができる
。その際、複数ある導電体層のうちの少なくともひとつを実施の形態１で説明したように
、一次コイル４から見て１：２の位置に配置すれば、放電開始電圧Ｖｄの最小値を最も向
上させることができる。また、１：１～１：４の範囲に調整すれば、発生頻度の高い外周
側の空隙Ｇｆに対して、効果的に放電開始電圧Ｖｄの最小値を向上できる。
【００６５】
　上述した導電体層５２を一次コイル４側に近い位置に配置したとき、二次コイル３側で
発生した空隙Ｇｆに対しては、一次コイル４側で発生した空隙Ｇｆに対する効果よりも空
隙Ｇｆの分担電圧Ｖｇの低減効果は減少する。しかし、本実施の形態３のように、導電体
層５２を複数層設けることで、主絶縁層５の厚みに対して、内周部や外周部を問わず、ど
の部位で剥離が生じ、偏平形状の空隙Ｇｆが形成された場合であっても効果的に空隙Ｇｆ
の分担電圧Ｖｄを低減させることができる。つまり、複数の導電体層５２の配置を主絶縁
層５内の厚み方向で分散させるようにすれば、空隙Ｇｆが、どの位置に発生しても、効果
的に絶縁性能を維持することができる。
【００６６】
　なお、本実施の形態３においても、実施の形態２と同様に、各導電体層５２ａ、５２ｂ
のそれぞれに、隣接する絶縁多孔層５３を設けるようにしてもよく、空隙Ｇｆの発生を抑
制する効果を発揮することができる。
【００６７】
　以上のように、本実施の形態３にかかる計器用変圧器１によれば、主絶縁層５には、導
電体層（第一導電体層５２ａ）と絶縁され、かつ浮遊電位に設定された第二導電体層５２
ｂが配置されているので、様々な位置空隙が生じても、効果的に絶縁性能を維持すること
ができる。
【００６８】
　とくに、第二導電体層５２ｂを、主絶縁層５の厚み方向において、一次コイル４よりも
二次コイル３に近い位置に配置されているので、一次コイル４側だけでなく、二次コイル
３側に生じた空隙に対しても、効果的に絶縁性能を維持することができる。
【符号の説明】
【００６９】
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　１：計器用変圧器、　２：鉄心、　３：一次コイル、　４：二次コイル、　４ａ：第一
サブコイル、　４ｂ：第二サブコイル、　５：主絶縁層、　８：筐体、　８ｈ：貫通孔、
　８ｗ：仕切り壁、　９ａ，９ｂ：端子、
　５１：絶縁層、　５２：導電体層、　５２ａ：第一導電体層、　５２ｂ：第二導電体層
、　５３：絶縁多孔層、
　Ｘｃ：軸。

【図１】 【図２】
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【図７】 【図８】
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